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町
臨
時
保
育
士
の
募
集

希
望
さ
れ
る
人
は
登
録
制
に
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
左
記
に
申
込

み
く
だ
さ
い
。

▼
資
格
条
件＝

保
育
士
の
資
格
を

有
す
る
人

▼
勤
務
場
所＝

町
内
の
公
立
保
育

所▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先＝

健
康
福
祉
課

子
育
支
援
係

�
�
９
１
３
０

う
き
浮
き
水
中
運
動

教
室
参
加
者
募
集

▼
対
象＝

４０
歳
か
ら
６９
歳
で
町
内

在
住
の
人

▼
定
員＝

各
コ
ー
ス
定
員
２０
名

※
先
着
順
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

▼
日
時＝

・
１
回
目
コ
ー
ス（
夜
間
）

９
月
〜
１０
月
の
８
回
、
毎
週
金
曜

日
、
午
後
７
時
〜
９
時
ま
で

・
２
回
目
コ
ー
ス

定
員
に
な
り
ま
し
た
の
で
締
め
切

り
ま
し
た

・
３
回
目
コ
ー
ス

１１
月
〜
１２
月
の
８
回
、
毎
週
水
曜

日
、
午
前
１０
時
〜
正
午
ま
で

・
４
回
目
コ
ー
ス

１
月
〜
３
月
の
８
回
、
毎
週
月
曜

日（
た
だ
し
５
回
目
の
み
火
曜
日
）、

午
前
１０
時
〜
正
午
ま
で

▼
実
施
場
所＝

・
保
健
セ
ン
タ
ー

・
�
栃
木
健
康
倶
楽
部（
宇
都
宮

市
東
今
泉
）
※
バ
ス
送
迎
あ
り
。

※
た
だ
し
１
コ
ー
ス（
夜
間
）
は
、

栃
木
健
康
倶
楽
部
へ
現
地
集
合
、

現
地
解
散
と
な
り
ま
す
。

▼
費
用＝

無
料

▼
内
容＝

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、
ス
ト

レ
ッ
チ
、
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、

水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
、
ア
ク
ア
ビ

ク
ス
、
血
液
検
査（
２
回
）
な
ど

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先＝

健
康
福
祉
課

健
康
増
進
係

�
�
９
１
３
２

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
か
ん
た
ん
フ
ィ
ッ
ト
ネ

ス
教
室
」参
加
者
募
集

▼
対
象＝

４０
歳
か
ら
６９
歳
で
町
内

在
住
の
人

▼
定
員＝

先
着
３０
名

▼
日
程＝
９
月
〜
１０
月
の
８
回
、

毎
週
火
曜
日

▼
時
間＝

午
後
１
時
３０
分
〜
３
時

３０
分

▼
場
所＝

体
育
セ
ン
タ
ー

▼
費
用＝

１
、０
０
０
円（
保
険
料
、

教
材
費
）

▼
内
容＝

運
動
の
理
論
に
つ
い
て

の
講
義
、
ス
ト
レ
ッ
チ
、
筋
力
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
、
有
酸
素
運
動（
ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
）
の
実
践
な
ど

▼
指
導
者＝

健
康
運
動
指
導
士

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先＝

健
康
福
祉
課

健
康
増
進
係

�
�
９
１
３
２

※
定
員
に
な
り
次
第
、
締
め
切
ら

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

子
ど
も
の
料
理

コ
ン
ク
ー
ル
募
集

小
学
５
・
６
年
生
の
み
な
さ
ん

の
お
い
し
い
料
理
を
大
募
集
。

●
お
か
ず
部
門

●
ご
は
ん
部
門

●
デ
ザ
ー
ト
部
門

▼
応
募
資
格＝

県
内
の
小
学
校

５
・
６
年
生（
個
人
か
２
人
ま
で

の
グ
ル
ー
プ
）

▼
応
募
方
法＝

「
子
ど
も
の
料
理

コ
ン
ク
ー
ル
応
募
用
紙
」に
、必
要

な
こ
と
を
全
部
書
い
て
く
だ
さ
い
。

※
料
理
の
写
真
を
１
部
付
け
て
提

出
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
締
切＝

８
月
３１
日
�

▼
提
出
・
問
い
合
せ
先＝

上
三
川
町
食
生
活
改
善
推
進
連

絡
協
議
会
事
務
局

（
健
康
福
祉
課

健
康
増
進
係
）

�
�
９
１
３
２

社
会
福
祉
法
人
等
に

よ
る
利
用
者
負
担
軽
減

社
会
福
祉
法
人
等
の
事
業
所
が

提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
て
い

る
人
で
、
次
の
よ
う
な
人
は
負
担

が
軽
く
な
り
ま
す
。

負
担
軽
減
の
対
象
者

住
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
次
の

�
か
ら
�
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
り
、

収
入
や
世
帯
状
況
、
利
用
料
負
担

等
を
総
合
的
に
考
え
、
生
計
が
困

難
で
あ
る
と
し
て
町
が
認
め
た
人

�
年
間
収
入
が
単
身
世
帯
で
１５０
万
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円
、
世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と

に
５０
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下

�
預
貯
金
等
の
額
が
単
身
世
帯
で

３５０
万
円
、世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご

と
に
１００
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下

�
日
常
生
活
に
必
要
な
資
産
以
外

に
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

�
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
等
に
扶

養
さ
れ
て
い
な
い

�
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

▼
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス＝

社
会

福
祉
法
人
等
の
事
業
所
が
提
供
す

る
サ
ー
ビ
ス（
訪
問
介
護
、
通
所

介
護
、
短
期
入
所
、
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
）

▼
対
象
と
な
る
費
用＝

サ
ー
ビ
ス

に
係
る
利
用
者
負
担（
１
割
分
、

居
住
費
・
食
費
）

▼
軽
減
割
合＝

１
／
４（
住
民
税

非
課
税
世
帯
で
老
齢
福
祉
年
金
受

給
者
は
１
／
２
）

▼
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

高
齢
者
支
援
係

�
�
９
１
２
９

「
ふ
れ
あ
い
朝
市
」
出

店
者
募
集

ふ
る
さ
と
づ
く
り
と
地
場
産
業

の
振
興
を
目
的
に
朝
市
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
商
店
の
人
だ
け
で
な

く
、
農
家（
採
れ
立
て
野
菜
の
販

売
な
ど
）
や
一
般
の
人（
フ
リ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
）
の
参
加
も
大

歓
迎
で
す
。

▼
次
回
開
催＝

９
月
２４
日
�

▼
問
い
合
せ
先＝

ふ
れ
あ
い
朝
市
実
行
委
員
会

（
役
場
産
業
振
興
課
内
）

�
�
９
１
５
０

国
民
健
康
保
険
の
高
齢

受
給
者
証
が
新
し
く
な

り
ま
す

７０
歳
以
上
で
、
国
民
健
康
保
険

に
加
入
さ
れ
て
い
る
人
の
高
齢
者

受
給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。

古
い
高
齢
者
受
給
者
証
は
、
各

自
で
不
正
に
使
用
さ
れ
な
い
た
め

に
も
確
実
に
破
棄
し
て
い
た
だ
く

か
、
保
険
課
窓
口
ま
で
届
け
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
自
己
負
担
割
合

が
１
割
と
２
割
負
担（
平
成
１０
年

１０
月
か
ら
３
割
）
と
表
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

た
だ
し
、
２
割
負
担
の
人
は
、

国
保
の
被
保
険
者
で
７０
歳
以
上
の

人
及
び
、
老
人
保
健
で
医
療
を
受

け
る
人（
国
保
の
被
保
険
者
に
限

る
）
の
収
入
合
計
が
２
人
以
上
の

場
合
は
５２０
万
円
、
１
人
の
場
合
は

３８３
万
円
未
満
で
あ
り
、
申
請
し
た

場
合
は
１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

国
保
年
金
係

�
�
９
１
３
４

金
婚
式
該
当
者
の
調
査

町
で
は
、
毎
年
敬
老
会
に
お
い

て
結
婚
５０
周
年
の
ご
夫
婦
に
記
念

品
を
贈
り
、
お
祝
い
を
し
て
い
ま

す
。
今
年
度
該
当
す
る
人
は
、
保

険
課
高
齢
者
支
援
係
宛
、
届
出
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
届
出
書

は
保
険
課
窓
口
に
あ
り
ま
す
。

▼
該
当
者＝

平
成
１８
年
中
に
結
婚

５０
周
年
に
な
る
夫
婦（
昭
和
３１
年

１
月
１
日
〜
１２
月
３１
日
の
間
に
婚

姻
の
届
け
を
出
し
た
人
）

▼
届
出
、
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

高
齢
者
支
援
係

�
�
９
１
２
９

窓
口
で
払
う

一
部
負
担
金
は
？

保
険
証
・
医
療
受
給
者
証
・
健
康

手
帳
を
忘
れ
ず
に
！

老
人
保
健
で
お
医
者
さ
ん
に
か

か
る
と
き
は
、
保
険
証
・
医
療
受

給
者
証
・
健
康
手
帳
を
窓
口
に
提

出
し
ま
す
。

こ
の
う
ち
医
療
受
給
者
証
に
は
、

「
１
割
」
ま
た
は
「
３
割（
平
成

１８
年
９
月
３０
日
ま
で
は
２
割
）」と

自
己
負
担
の
割
合
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
保
険
証
と
一
緒
に
、
忘

れ
ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
１８
年
８
月
か
ら
判
定
基
準

が
変
わ
り
ま
し
た
。
所
得
に
よ
っ

て
負
担
が
異
な
り
ま
す
。

所
得
に
応
じ
て
自
己
負
担
割
合

な
ど
が
決
ま
り
ま
す
の
で
、
忘
れ

ず
に
所
得
の
申
告
を
し
ま
し
ょ
う
。

●
現
役
並
み
の
所
得
が
あ
る
人

同
一
世
帯
に
課
税
所
得
が
１４５
万

円
以
上
の
７０
歳
以
上
の
人
又
は
老

人
保
健
で
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る

人
が
い
る
人
。
た
だ
し
、
７０
歳
以

上
の
人
及
び
老
人
保
健
で
お
医
者

さ
ん
に
か
か
る
人
の
収
入
の
合
計

が
、
２
人
以
上
の
場
合
は
５２０
万
円

未
満
、
１
人
の
場
合
は
３８３
万
円
未

満
で
あ
る
と
申
請
し
た
場
合
は
、

「
一
般
」
の
区
分
と
同
様
に
な
り

１
割
負
担
と
な
り
ま
す
。

●
低
所
得
�

同
一
世
帯
の
世
帯
主
及
び
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
で
、
そ

の
世
帯
の
各
所
得
が
必
要
経
費
・

控
除（
年
金
の
所
得
は
控
除
額
を

８０
万
円
と
し
て
計
算
）
を
差
し
引

い
た
と
き
に
０
円
と
な
る
人
。

●
低
所
得
�

同
一
世
帯
の
世
帯
主
及
び
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
人

※
低
所
得
�
、
�
の
人
は
入
院
の

際
に
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
の
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先＝

保
険
課

国
保
年
金
係

�
�
９
１
３
４

富
士
山
公
園
内
プ
ー
ル

▼
期
間＝

〜
８
月
３１
日
�

▼
時
間＝

午
前
９
時
３０
分
〜
午
後

４
時

※
毎
週
月
曜
日
休
み

▼
問
い
合
せ
先＝

プ
ー
ル
�
�
２
８
０
２

体
育
セ
ン
タ
ー
�
�
７
３
２
８
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庭　園�

町民ホール�

住民生活課�

食　堂�

女性WC 男性WC

身障者WC 受付�

喫煙所�

町民相談室�

エレベーター�

正
面
玄
関

正
面
玄
関�

正
面
玄
関�

高
齢
者
の

就
職
支
援
講
習
会

栃
木
県
シ
ル
バ
ー
人
材
連
合
会

セ
ン
タ
ー
で
は
、
高
齢
者
の
就
職

支
援
の
た
め
に
次
の
講
習
会
を
開

催
し
ま
す
。

●
訪
問
介
護
員
養
成
研
修
２
級
課

程（
宇
都
宮
１０
月
コ
ー
ス
）

▼
期
間＝

１０
月
２
日
�
〜
１２
月
２１

日
�
の
間
の
２３
日
間（
そ
の
内
実

習
５
日
間
）

※
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
時
間＝

午
前
９
時
３０
分
〜
午
後

４
時
３０
分

学
習
セ
ン
タ
ー（
宇
都
宮
校
）

▼
会
場＝

テ
イ
ビ
イ
シ
イ
生
涯

▼
内
容＝

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

ス
の
基
本
研
修

▼
定
員＝

２５
人

▼
資
格＝

合
同
面
接
会
に
参
加
、

も
し
く
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

ー
に
入
会
希
望
の
人

※
定
員
を
超
え
た
と
き
は
抽
選
で

す
。
受
講
は
無
料
で
す
が
、
テ

キ
ス
ト
代
、
健
康
診
断
料
は
各

自
負
担
で
す
。

▼
申
込
方
法＝

申
込
書
を
郵
送
か

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
９
月
１１
日
�（
当

日
消
印
有
効
）
ま
で
に

※
申
込
書
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
及
び

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
あ
り

ま
す
。

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先＝

�
栃
木
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
連
合
会

〒
３
２
０－

８
５
０
３

宇
都
宮
市
駒
生
町
３
３
３
７－

１

と
ち
ぎ
健
康
の
森
２
階

�
０
２
８（
６
２
７
）１
１
７
９

FAX
０
２
８（
６
２
７
）１
１
７
９

県
障
害
者
文
化
祭

参
加
者
募
集

▼
開
催
期
日＝

１１
月
９
日
�
〜
１１

月
１０
日
�

▼
開
催
場
所＝

宇
都
宮
市
文
化
会

館
小
ホ
ー
ル
・
宇
都
宮
市
総
合
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
・
宇
都

宮
市
明
保
野
体
育
館

▼
応
募
資
格＝

次
の
い
ず
れ
か

（１）
在
宅
の
障
害
者

（２）
障
害
者
福
祉
施
設
利
用
者

（３）
盲
・
聾
・
養
護
学
校
及
び
特
殊

学
級
通
学
者

▼
応
募
部
門＝

絵
画
・
工
芸
・
書

道
・
写
真
・
文
芸
・
演
劇
・
音

楽
・
カ
ラ
オ
ケ
・
そ
の
他

▼
応
募
手
続
き＝

希
望
者
は
次
に

よ
り
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

（１）
在
宅
者＝

町
健
康
福
祉
課

８
月
２３
日
�
ま
で

（２）
施
設
利
用
者＝

各
施
設

８
月
３１
日
�
ま
で

（３）
児
童
・
生
徒＝

各
学
校

８
月
３１
日
�
ま
で

▼
問
い
合
せ
先＝

県
障
害
者
文
化
祭
実
行
委
員
会

事
務
局

�
０
２
８（
６
２
３
）３
４
９
２

FAX
０
２
８（
６
２
３
）３
０
５
２

明
る
い
選
挙
啓
発
の

ラ
ジ
オ
Ｃ
Ｍ
募
集

▼
内
容＝

投
票
率
の
低
い
若
年
層
に
対
し
、

政
治
に
関
心
を
持
つ
こ
と
の
大
切

さ
を
訴
え
、
投
票
参
加
を
呼
び
か

け
る
内
容
の
ラ
ジ
オ
Ｃ
Ｍ
の
企
画

案
の
募
集
で
す

▼
応
募
資
格＝

栃
木
県
内
に
在
住
、
通
勤
又
は
、

通
学
さ
れ
て
い
る
年
齢
１８
歳
か
ら

２９
歳
ま
で
の
人

▼
締
め
切
り＝

１０
月
３１
日
�（
必
着
）

▼
企
画
案
の
提
出
先＝

栃
木
県
選
挙
管
理
委
員
会（
〒
３

２
０－

８
５
０
１
宇
都
宮
市
塙
田

１－

１－

２０
）

▼
問
い
合
せ
先＝

上
三
川
町
選
挙
管
理
委
員
会

�
�
９
１
１
６

栃
木
県
選
挙
管
理
委
員
会

�
０
２
８（
６
２
３
）２
１
２
６

『
リ
フ
ォ
ー
ム
講
習
会
』

の
お
知
ら
せ

▼
日
時＝

８
月
３０
日
�
午
後
２
時

〜
４
時

▼
会
場＝

ニ
ュ
ー
み
く
ら

２０７
・

２０８
会
議
室（
宇
都
宮
市
昭
和
１
丁

目
３－

６
）

�
０
２
８（
６
２
２
）
１
０
９
３

▼
講
師＝

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
研
究

所
長

石
原
孝
司
氏

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先＝

栃
木
県
土
木
部
住
宅
課

企
画
融
資
担
当

�
０
２
８（
６
２
３
）２
４
８
４

※
開
催
日
前
日
ま
で
申
込
み
可

恩
給
欠
格
者
・
引
揚
者

の
皆
様
へ

独
立
行
政
法
人
平
和
祈
念
事
業

特
別
基
金
で
は
、
次
の
方
々
に
内

閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
な
ど
を
贈

呈
し
て
い
ま
す
。

○
旧
軍
人
等
で
恩
給
等
を
受
け
て

い
な
い
恩
給
欠
格
者
の
人

庁舎内の全面禁煙について
利用者のみなさまの受動喫煙を防止する
ため、８月１日から庁舎内を全面禁煙とい
たします。
なお、喫煙される人のために、庁舎外

（町民ホール北側庭園）の一角を喫煙場所
といたします。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
▼問い合せ先＝
総務課 管財係 ��９１１４

お知らせ版�お知らせ版�
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○
終
戦
に
伴
い
本
邦
以
外
の
地
域

か
ら
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
人

▼
請
求
書
類＝

健
康
福
祉
課
窓
口

に
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先＝

独
立
行
政
法
人
平
和
祈

念
事
業
特
別
基
金

�
０
１
２
０（
２
３
４
）９
３
３

中
退
共
制
度
に

加
入
し
ま
せ
ん
か
？

中
退
共
制
度（
中
小
企
業
退
職

金
共
済
制
度
）
は
中
小
企
業
で
働

く
従
業
員
の
た
め
の
外
部
積
立
型

の
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。

〈
制
度
の
特
色
〉

・
適
格
年
金
制
度
か
ら
の
移
行
先

で
す
。

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま

す
。

・
短
時
間
労
働
者（
パ
ー
ト
タ
イ

マ
ー
等
）の
人
も
加
入
で
き
ま
す
。

・
掛
金
は
全
額
非
課
税
に
な
り
ま

す
。

・
加
入
前
の
勤
務
期
間
〈
過
去
勤

務
期
間
〉
通
算
制
度
と
転
職
し
た

場
合
の
通
算
制
度
が
あ
り
ま
す
。

・
掛
金
は
預
金
口
座
か
ら
振
り
替

え
ま
す
。
退
職
金
は
直
接
退
職
者

に
支
払
い
ま
す
の
で
、
管
理
が
簡

単
で
す
。

〈
掛
金
の
種
類
〉

・
月
額
５
、０
０
０
円
か
ら
３
０
、

０
０
０
円
ま
で
の
１６
種
類
で
す
。

・
短
時
間
労
働
者（
１
週
間
の
所

定
労
働
時
間
が
通
常
の
従
業
員
よ

り
短
く
、
か
つ
３０
時
間
未
満
の
従

業
員
）
は
、
２
、０
０
０
円
・
３
、

０
０
０
円
・
４
、０
０
０
円
の
特

例
掛
金
で
も
加
入
で
き
ま
す
。

▼
問
い
合
せ
先＝

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金

共
済
機
構
中
小
企
業
退
職
金
共

済
事
業
本
部

�
０
３（
３
４
３
６
）０
１
５
１

http
://chutaikyo.taisyokukin.

go.jp県
立
国
分
寺
養
護
学
校

見
学
会
の
案
内

お
子
様
の
就
学
で
お
悩
み
の
人
、

養
護
学
校
を
も
っ
と
良
く
知
り
た

い
人
、
ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

●
小
学
部
・
中
学
部

・
１０
月
４
日
�

午
前
９
時
〜
正
午

・
１１
月
３
日
�

午
前
９
時
２５
分
〜
午
後
３
時

・
１１
月
１４
日
�

午
前
９
時
〜
正
午

・
１１
月
２２
日
�

午
前
９
時
〜
正
午

●
高
等
部

・
８
月
２２
日
�

午
前
９
時
〜
正
午

・
１１
月
３
日
�

午
前
９
時
２５
分
〜
午
後
３
時

・
１２
月
６
日
�

午
前
９
時
〜
正
午

▼
内
容＝

授
業
参
観
、
講
話
、
体

験
発
表
、
学
習
発
表
会
見
学
、
教

育
相
談

▼
申
込
み
・
問
い
合
せ
先＝

県
立
国
分
寺
養
護
学
校

�
�
５
１
２
１

FAX
�
６
６
９
８

教
育
総
務
課

学
事
係

�
�
９
１
５
６

※
必
ず
、
実
施
日
の
１０
日
前
ま
で

に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

第
３５
回
薬
師（
く
す
し
）

祭（
さ
い
）の
お
知
ら
せ

自
治
医
科
大
学
の
学
園
祭
で
あ

る
薬
師
祭
を
１０
月
６
日
�
か
ら
８

日
�
の
三
日
間
で
開
催
い
た
し
ま

す
。
皆
様
の
ご
来
場
を
心
よ
り
お

待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

各
種
イ
ベ
ン
ト
の
募
集
も
行
っ

て
い
ま
す
。

●
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
バ
ザ
ー
物
品
の

募
集

●
体
育
祭
チ
ー
ム
の
募
集

・
フ
ッ
ト
サ
ル（
５
人
制
）

・
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル（
９
人
制
）

・
バ
レ
ー
ボ
ー
ル（
６
人
制
）

▼
問
い
合
せ
先＝

薬
師
祭
実
行
委
員
会

�
０
９
０（
９
２
０
９
）７
１
１
２

（
実
行
委
員
会
直
通
）

E
－m
ail=kusushi@

jichi.ac.jp

ホ

ーム
ペ

ージ

http
:
//w
w
w
.jichi.ac

.jp
/

kusushi/ind
ex.htm

栃
木
県
交
通
災
害
共
済
事

業
の
廃
止
の
お
知
ら
せ

栃
木
県
交
通
災
害
共
済
は
、
平

成
１８
年
９
月
３０
日
を
も
っ
て
廃
止

に
な
り
ま
す
。

栃
木
県
で
は
、昭
和
４３
年
に
交

通
災
害
共
済
事
業
を
発
足
し
ま
し

た
が
、加
入
率
は
、昭
和
５７
年
を
ピ

ー
ク
に
年
々
減
少
を
続
け
て
き
ま

し
た
。こ
れ
は
、様
々
な
民
間
保
険

や
共
済
が
普
及
・
充
実
し
て
き
て

い
る
こ
と
や
、県
民
ニ
ー
ズ
の
変

化
等
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
栃
木
県
交
通
災
害
共

済
事
業
に
対
し
、
町
民
の
皆
様
の

ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

な
お
、
平
成
１８
年
１０
月
か
ら
の

共
済
期
間
の
加
入
募
集
は
行
い
ま

せ
ん
が
、
現
在
の
共
済
期
間
中

（
平
成
１７
年
１０
月
１
日
又
は
加
入

日
の
翌
日
か
ら
平
成
１８
年
９
月
３０

日
）
の
交
通
事
故
に
か
か
る
見
舞

金
請
求
の
取
り
扱
い
は
こ
れ
ま
で

と
同
様
で
す
。

▼
問
い
合
せ
先＝

県
交
通
対
策
課
交
通
共
済
担
当

�
０
２
８（
６
２
３
）２
１
８
５

総
務
課

交
通
防
災
係

�
�
９
１
１
５

�
�
�
�

〜
善
意
銀
行
〜
（
敬
称
略
）

勝
姫
稲
荷
神
社
賽
銭
箱

１
、２
８
６
円（
第
８０
回
）

ふ
く
べ
教
室４

、７
０
１
円（
第
３３
回
）

陶
芸
講
座２

０
、０
０
０
円（
第
３２
回
）

皆
さ
ん
の
、
あ
た
た
か
い
こ
こ

ろ
ざ
し
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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